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交通死亡事故抑止緊急対策の実施について 

  

県内の交通死亡事故は、本年当初から増加に転じ、４月１８日現在で３４件（前年同期比＋１

６件）となりました。 

加えて、４月８日から同月１７日までの１０日間の件数が７件と短期間に多発し、極めて憂慮

すべき状況にあることから、４月１９日付で「交通死亡事故警戒宣言」を発令しました。 

つきましては、下記により、緊急対策の推進をお願いいたします。 

  

記 

 

１ 目的 

  「交通死亡事故警戒宣言」の発令に伴い、県、市（区）町村、警察及び関係機関・団体（以

下「市町村等」という。」）が一丸となり、総合的な交通死亡事故抑止対策を推進することに

より、多発する交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。 

 

２ 期間 

  令和５年４月１９日（水）から５月２日（火）までの間 

 

３ 実施機関・団体 

  福岡県、市（区）町村、福岡県警察及び交通事故をなくす福岡県県民運動本部関係機関・団

体 

 

４ 策定した緊急対策 

  別添１「交通死亡事故抑止緊急対策」のとおり 

 

５ 対策の推進 

市町村等は「交通死亡事故抑止緊急対策現地本部」等を設置するなど、互いに連携を図りな

がら、それぞれの役割と任務のもと、交通死亡事故抑止緊急対策を強力に推進する。 



  なお、推進に当たっては、別添２の県警作成の啓発チラシを活用してください。 

 

６ 結果報告 

  本対策終了後１０日以内に、別添３の様式に基づき「交通死亡事故抑止緊急対策本部事務局

（福岡県人づくり・県民生活部生活安全課内）」宛て、メール又はＦＡＸにて報告をお願いい

たします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

〒８１２－８５７７ 

福岡市博多区東公園７番７号 

交通死亡事故抑止緊急対策本部事務局 

（福岡県人づくり・県民生活部生活安全課内／権田） 

Ｔ Ｅ Ｌ：０９２－６４３－３１６７ 

Ｆ Ａ Ｘ：０９２－６４３－３１６９ 

Ｅ－ＭＡＩＬ：gonda-mb467@pref.fukuoka.lg.jp 


